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レセプトの書き方のすべてを網羅した一冊が全面リニューアル
２色のメリハリのあるデザインで，欲しい情報がより探しやすく
●診療報酬請求書・明細書（レセプト）の記載要領全文と請求書やレセプト，診療録（カルテ），処方箋の様式例を収載。医
療事務担当者をはじめとする医療関係者の方やレセプト提出に必要なシステム構築に携わる方に，正確な情報を見やすい
形でお届けします。

●レセプト「摘要」欄への記載事項等や対応するレセプト電算処理システム用コードを示した「診療報酬明細書の「摘要」
欄への記載事項等一覧」（記載要領通知の別表Ⅰ）や書面による請求時に使用する診療行為名等の略号を示した「診療行為
名称等の略号一覧」（記載要領通知の別表Ⅱ）もすべて掲載。正しい請求に必須の情報です。

●記載要領では，本文中の「「摘要」欄」を強調表示することで，「摘要」欄への記載が求められている部分も見落とすこと
なく確認できるようにしています。

●「薬剤使用に関する明細書のその他の記載について」は，通知で示されている医薬品の留意事項のうち，レセプト摘要欄
への記載が求められているものをまとめています。前版までは，通知の発出順に掲載していましたが，今版からは50音順
での掲載に変更。掲載している医薬品の一覧も新たに収載し，医薬品名からの検索が容易になります。

●記載要領を正確に把握し，正しい請求を行うために是非本書をご活用ください。

本書の構成（予定）
１　 請求書・明細書
等の記載要領
（医科・歯科・
調剤）（２色）

診療報酬請求書等の記載要領等について
　記載要領通知には，診療報酬請求書・レセプトの記載要領のみならず，カルテ，処方箋の記載上の注意事項や
保険者番号・医療機関コード等の設定要領，法別番号・制度略称なども規定されており，そのすべてを掲載して
います。
〇関連告示
　・ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第７条第３項の規定に基づき厚生労働大臣が
定める様式

〇関連通知等（抜粋）
　・医療観察診療報酬明細書等の記載要領について（抄）
　・疑義解釈資料
　・患者の疾病又は負傷が第三者行為によって生じたと認められる場合における診療報酬明細書等の記載等について

２　 ＤＰＣの記載要
領（２色）

厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について
　上記１の記載要領以外で，ＤＰＣ特有の記載要領について掲載

３　 診療報酬明細書
添付資料（２色）

診療報酬明細書に添付する資料について
　一定点数以上のレセプトに添付すべき資料（日計表）等を定めた通知とその根拠法令等を収載
〇根拠省令・告示等

４　  参考資料（抜粋）
（１色）

参考 １　診療録等の記載方法等について
参考 ３　保険者番号の設定について
参考 ５　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に係る医療に関する費用の請求事務について
参考 ９　療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（抄）
参考11　保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて
参考13 　薬剤使用に関する明細書のその他の記載について（今版から50音順の掲載に変更。掲載中の医薬品の

一覧も追加し，検索が容易になります）
参考14　特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について（抄）

〔診療報酬請求書（医科・歯科，入院・入院外併用)(国保・後期高齢者以外）〕

令和 年 月分診療報酬請求書（医科・歯科　入院・入院外併用）
別　記　殿

下記のとおり請求します。 令和　　年　　月　　日

保険医療機関の
所在地及び名称
開設者氏名

医療機関コード

医保（70以上一般・低所得）と公費の併用
01　　　　  （協会）

件数 件数 回数 金額区　　分 診療実日数 点数

療　養　の　給　付 食事療養・生活療養

一部負担金 標準負担額

入・外

02（船）

03　　　　　  （日）
04　　　　  （日特）

31～34（共）

職務上
職務外

下船3月
一般

06　　　　　  （組）
63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
七
〇
以
上
一
般
・
低
所
得
）

様
式
第
一
（
一
）

医保本人と公費の併用

医保（70以上7割）と公費の併用

01　　　　  （協会）

02（船）

03　　　　　  （日）
04　　　　  （日特）

31～34（共）

職務上
職務外

下船3月
一般

06　　　　　  （組）
07　　　　　  （自）
63・72～75　  （退）
小　計

31～34（共）
下船3月
一般

06　　　　　  （組）
63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
本
人
）

医保家族と公費の併用
01　　　　  （協会）

03　　　　　  （日）
02　　　　　  （船）

04　　　　  （日特）

06　　　　　  （組）
31～34           （共）

63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
家
族
）

医保（6歳）と公費の併用

①　合計

備考　この用紙は、A列4番とすること。

01　　　　  （協会）

03　　　　　  （日）
02　　　　　  （船）

04　　　　  （日特）

06　　　　　  （組）
31～34           （共）

63・72～75　  （退）
小　計

医
保
単
独
（
六
歳
）

01　　　　  （協会）

02（船）
職務上
職務外

医
保
単
独
（
七
〇
以
上
七
割
）

医
療
保
険

316　　請求書・明細書等の記載要領

〈参考13〉

薬剤使用に関する明細書のその他の記載について

（掲載している医薬品）

医薬品 頁
英数字

Ｂ型肝炎母子感染防止に係る保険診療上の取扱い 000
ア

アイモビーグ皮下注 70mgペン 000
アキャルックス点滴静注 250mg 000
アコファイド錠 100mg 000
アジョビ皮下注 225mgシリンジ 000
アドセトリス点滴静注用 50mg 000
アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」，同カ
プセル 125mg「サワイ」，同カプセルセット「サ
ワイ」，同カプセル 80mg「ＮＫ」，同カプセル
125mg「ＮＫ」及び同カプセルセット「ＮＫ」

000

アルンブリグ錠 30mg及び同錠 90mg 000
アレセンサカプセル 150mg 000
アロフィセル注 000

イ
イエスカルタ点滴静注 000
イデルビオン静注用 50，同 500，同 1000，同
2000 及び同 3500

000

イブランスカプセル 25mg，同カプセル 125mg 000
イブランス錠 25mg及び同錠 125mg 000
イベニティ皮下注 105mgシリンジ 000
イミフィンジ点滴静注 120mg 及び同点滴静注
500mg

000

イメンドカプセルセット，イメンドカプセル
80mg，イメンドカプセル 125mg

000

イラリス皮下注射液 150mg 000
ウ

ヴァイトラックビカプセル 25mg，同カプセル
100mg及び同内用液 20mg/mL

000

ヴァンフリタ錠 17.7mg 及び同錠 26.5mg 000
エ

エクロックゲル５％ 000
エスポー皮下用 24000 シリンジ 000
エドルミズ錠 50mg 000
エブリスディドライシロップ 60mg 000
エポジン注シリンジ 1500，同 3000，同 6000 000
エポジン皮下注シリンジ 24000 000

医薬品 頁
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェク
ター及び同 120mgシリンジ

000

エンハーツ点滴静注用 100mg 000
エンレスト錠 50mg，同錠 100mg 及び同錠
200mg

000

オ
オプジーボ点滴静注 20mg，同 100mg，同
120mg及び同 240mg

000

オルプロリクス静注用 250 000
オルプロリクス静注用 500，同 1000，同 2000
及び同 3000

000

オルプロリクス静注用 4000 000
オルミエント錠２mg及び同錠４mg 000

カ
ガザイバ点滴静注 1000mg 000
乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体製剤
（ファイバ静注用 500，同 1000)

000

キ
キイトルーダ点滴静注 100mg 000
キムリア点滴静注 000

ク
クリースビータ皮下注 10mg，同皮下注 20mg
及び同皮下注 30mg

000

コ
コラテジェン筋注用４mg 000

サ
ザーコリカプセル 200mg及び同 250mg 000
サイバインコ錠 50mg，同錠 100mg 及び同錠
200mg

000

サイラムザ点滴静注液 100mg 及び同点滴静注液
500mg

000

ザルティア錠 2.5mg 及び同５mg 000
シ

ジーンプラバ点滴静注 625mg 000
ジカディア錠 150mg 000
ジャクスタピッドカプセル５mg，同 10mg 及び
同 20mg

000

ジャディアンス錠 10mg 000

438　参考資料

　⒁ 　「保険医療機関の所在地及び名称」欄につい
て

　　 　保険医療機関指定申請の際等に地方厚生（支）
局長に届け出た所在地及び名称を記載するこ
と。この場合，所在地とともに，連絡先電話番
号を記載することが望ましいものであること。

　　 　なお，外来診療料を算定する場合は，「（　床）」
の欄に，医療法の規定に基づき許可を受け，若
しくは届出をし，又は承認を受けた病床（以下
「許可病床」という。）のうち一般病床に係るも
のの数を記載すること。また，特定疾患療養管
理料を算定する場合，病院である保険医療機関
にあっては，「（　床）」の欄に，許可病床の数
を記載すること。また，月の途中において当該
病床数が変更した場合は，当該欄には変更後の
病床数（以下「病床数」という。）を記載し，「摘
要」欄に変更日と変更前の病床数を記載するこ
と。

　⒂　「傷病名」欄について
　　ア 　傷病名については，原則として，「電子情

報処理組織の使用による費用の請求に関して
厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光
ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生

労働大臣が定める事項，方式及び規格につい
て」（平成30年 4 月27日付保発0427第10号）（本
通知が改正された場合は，改正後の通知によ
ること。以下同じ。）別添 3 に規定する傷病
名を用いること。別添 3に規定する傷病名と
同一の傷病でありながら名称が異なる傷病名
については，「傷病名コードの統一の推進に
ついて」（令和 2年 3月27日医療課事務連絡）
にとりまとめたので，これを参照し，原則と
して，傷病名コードに記載されたものを用い
ること。

　　イ 　主傷病，副傷病の順に記載すること。主傷
病については原則として 1つ，副傷病につい
ては主なものについて記載することとし，主
傷病が複数ある場合は，主傷病と副傷病の間
を線で区切るなど，主傷病と副傷病とが区別
できるようにすること。

　　ウ 　薬剤料に係る所定単位当たりの薬価が175
円以下の薬剤の投与又は使用の原因となった
傷病のうち，健胃消化剤，鎮咳剤などの投与
又は使用の原因となった傷病など，イに基づ
き記載した傷病名から判断して，その発症が
類推できる傷病については，傷病名を記載す

コード 略　号 内　　　　　　　容

　 者証が提示された場合であって，特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
② 　70歳以上で「標準報酬月額26万円以下（国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては，課税
所得145万円未満）の世帯」の適用区分（Ⅲ）の記載のある特定医療費受給者証，特定疾患医療
受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合であって，特定
疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合（小児慢性特定疾病医療支援を除く。）

35 多オ 　70歳未満で「低所得者の世帯」の適用区分（オ）の記載のある特定医療費受給者証，特定疾患
医療受給者証，小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者
証が提示された場合であって，特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合

36 加治 　厚生労働大臣の定める評価療養，患者申出療養及び選定療養第 1条第 3 号の 2 の規定に基づく
医薬品医療機器等法に規定する治験（加工細胞等（医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全
性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1号）第275条の 2に規定する加工細胞等
をいう。以下同じ。）に係るものに限る。）に係る診療報酬の請求である場合

37 申出 　別に厚生労働大臣が定める患者申出療養（当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大
臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。）を実施した場合（この場合
にあっては，当該療養の名称及び当該療養について徴収した特別の料金の額を「摘要」欄の最上
部に記載すること。）

38 医併 　介護医療院に入所中の患者の診療料を，併設保険医療機関において算定した場合（なお，同一
月に同一患者につき，介護医療院に入所中の診療と介護医療院に入所中以外の外来分の診療があ
る場合は，それぞれ別個の明細書に記載すること。）

39 医療 　介護医療院に入所中の患者の診療料を，併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定し
た場合（なお，同一月に同一患者につき，介護医療院に入所中の診療と介護医療院に入所中以外
の外来分の診療がある場合は，それぞれ別個の明細書に記載すること。）

医

　
　

科

医　科　　19

診療報酬請求書等の記載要領等について
（昭51. 8. 7　保険発82）

（最終改正；令 3. 8.31　保医発 0831　2）

　診療報酬請求書等の様式については，昭和51年 8
月 2 日厚生省令第36号「療養の給付及び公費負担医
療に関する費用の請求に関する省令」が制定された
ところであるが，診療報酬請求書等の記載要領は別
紙 1，診療録等の記載上の注意事項は別紙 2のとお
りであるので，了知のうえ，その取扱いに遺憾のな
いよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
　なお，従前の通知で本通知に示した事項に係るも

のは廃止する。
　また，国民健康保険については，本通知に示した
事項に係るものは，健康保険と同様である。
　おって，この件については，厚生省保健医療局，
薬務局，社会局，児童家庭局及び援護局の関係各課
並びに保険局保険課及び国民健康保険課とは協議済
みであるので念のため申し添える。

別紙 1

診療報酬請求書等の記載要領
Ⅰ　一般的事項

1  　診療報酬請求書，診療報酬明細書，調剤報酬請
求書及び調剤報酬明細書（以下「診療報酬請求書
等」という。）については，「療養の給付及び公費
負担医療に関する費用の請求に関する省令第 7条
第 3 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様
式」（平成20年厚生労働省告示第126号）に定める
様式により扱うものとするが，「療養の給付及び
公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第
7条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
様式の一部を改正する件」（令和 2 年厚生労働省
告示第106号）により改正のあった様式について
は，令和 2年 5月 1日（ 4月診療分）から新様式
により扱うものとし，令和 2年 3月診療分までは
旧様式によっても差し支えないこと。
2  　診療報酬請求書等の用紙の大きさはA列 4番と
すること。
　ただし，電子計算機により作成する場合は，A
列 4番と± 6 mm（縦方向），＋ 6 mm，－ 4 mm
　（横方向）の差は差し支えないものであること。
3  　診療報酬請求書等は，別添 1「診療報酬請求書
等一覧表」の区分によるものであること。
4  　診療報酬請求書等においては，単に保険医療機

関又は保険薬局とのみ表示しているが，高齢者の
医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。
以下「高齢者医療確保法」という。）の規定によ
る療養の給付（以下「後期高齢者医療」という。）
又は公費負担医療に係るもの（後期高齢者医療の
うち保険医療機関におけるものを除く。）につい
ては「保険医療機関」とあるのは「後期高齢者医
療又はそれぞれの公費負担医療の担当医療機関」
と，「保険薬局」とあるのは「後期高齢者医療又
はそれぞれの公費負担医療の担当薬局」と読み替
え，また，「保険医氏名」とあるのは「後期高齢
者医療又はそれぞれの公費負担医療の担当医氏
名」と読み替えるものであること。
5  　診療報酬請求書及び診療報酬明細書に記載した
数字等の訂正を行うときは，修正液を使用するこ
となく，誤って記載した数字等を＝線で抹消の上，
正しい数字等を記載すること。
　なお，診療報酬請求書等の記載に当たっては，
黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用
すること。
6  　「※」が付されている欄には，記載する必要が
ないこと。

Ⅱ　診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

第 1  　診療報酬請求書（医科・歯科，入院・
入院外併用）に関する事項（様式第 1⑴)

1 　「令和　年　月分」欄について
　 　診療年月を記載すること。したがって，診療年
月の異なる診療報酬明細書（以下「明細書」とい

医

　
　
科

一般的事項，医科　　7

〈参考11〉

保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた 
費用の請求等に関する取扱いについて　　　　　　　　

（平18. 4.10　保総発 0410001）
〔平22. 7.30　保総発 0730　2〕
〔令 2.10. 6　保連発 1006　1〕

（最終改正；令 3.10. 4　保連発 1004　1）

　標記については，「保険医療機関に係る磁気テープ等を
用いた費用の請求に関する取扱要領」（平成13年10月 1 日
保保発第37号，保国発第73号。以下「医科取扱要領」とい
う。），「保険薬局に係る磁気テープ等を用いた費用の請求
に関する取扱要領」（平成13年10月31日保保発第51号，保
国発第80号。以下「調剤取扱要領」という。）及び「特定
機能病院等における入院医療の包括評価に係る磁気テープ
等を用いた費用の請求に関する取扱要領」（平成16年 4 月
27日保総発第0427002号。以下「ＤＰＣ取扱要領」という。）
により取り扱っているところであるが，今般，「療養の給付，
老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省

令（昭和51年厚生省令第36号）の一部改正に伴い，別添の
とおり「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を
用いた費用の請求に関する取扱要領」を定め，平成18年 4
月請求分から適用することとしたので通知する。
　今回の改正は，指定医療機関等の電子情報処理組織（オ
ンライン）の使用による請求の特例を加えたほか，届出様
式及び手続に所要の改正を行ったものであるので，関係者
への周知及び指導について，よろしくお取り計らい願いた
い。
　なお，これに伴い，医科取扱要領，調剤取扱要領及びＤ
ＰＣ取扱要領は廃止する。

（別　添）

電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領

1  　電子情報処理組織による診療（調剤）報酬の請
求の届出等

　⑴　請求に関する届出
　　 　保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機関等」

という。）は，療養の給付及び公費負担医療に関する
費用の請求に関する省令（以下「請求省令」という。）
の定めるところにより，診療（調剤）報酬の請求に当
たって，電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める
方式に従って電子情報処理組織を使用する場合，又は
使用しているプログラム等を変更する場合は，あらか
じめその旨を審査支払機関に届け出る（別添 1参照）
こと。

　　 　また，保険医療機関等で電子情報処理組織の使用に
よる費用の請求が厚生労働大臣の定める方式に適合し
ているかどうかを事前に確認したい場合は，審査支払
機関に依頼（別添 2参照）して確認試験を受けること
ができるものであること。

　⑵　請求に関する方法
　　　保険医療機関等は，次の方法により請求すること。
　　① 　診療（調剤）報酬請求書情報（以下「請求書情報」

という。）及び診療（調剤）報酬明細書情報（以下「電

子レセプト情報」という。）について，厚生労働大
臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審
査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに所
定の期日までに記録すること。ただし，電気通信回
線に障害が生じたときその他の事情により，電子情
報処理組織による請求が特に困難と認められる場合
には，後述 2⑵又は，診療（調剤）報酬請求書及び
診療（調剤）報酬明細書により請求すること。

　　② 　返戻照会に係る再請求分がある場合は，電子情報
処理組織の使用（医科は，「オンラインによる一次
請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに
再請求ファイルに係る記録条件仕様（医科用）」（別
添Ａ（略））中第 1章及び第 4章，ＤＰＣは，「オン
ラインによる一次請求返戻ファイル及び再審査等返
戻ファイル並びに再請求ファイルに係る記録条件仕
様（ＤＰＣ用）」（別添Ｂ（略））中第 1章及び第 4章，
歯科は，「オンラインによる一次請求返戻ファイル
及び再審査等返戻ファイル並びに再請求ファイルに
係る記録条件仕様（歯科用）」（別添Ｃ（略））中第
1 章及び第 4 章，調剤は，「オンラインによる一次
請求返戻ファイル及び再審査等返戻ファイル並びに
再請求ファイルに係る記録条件仕様（調剤用）」（別

424　参考資料

コラテジェン筋注用４mg 000
サ

ザーコリカプセル 200mg及び同 250mg 000
サイバインコ錠 50mg，同錠 100mg 及び同錠
200mg

000

サイラムザ点滴静注液 100mg 及び同点滴静注液
500mg

000

ザルティア錠 2.5mg 及び同５mg 000
シ

ジーンプラバ点滴静注 625mg 000
ジカディア錠 150mg 000
ジャクスタピッドカプセル５mg，同 10mg 及び
同 20mg

000

ジャディアンス錠 10mg 000

要欄に記載する。
　ア　本製品の投与が適切と判断した理由
　イ 　既存治療薬による治療として使用していた薬剤の品
名及び使用期間

　ウ 　本製品の投与回数（ 1回目又は 2回目と記載する）
3  　本製品を患者に使用した場合は，医科点数表区分番号
「Ｋ743」痔核手術（脱肛を含む。）の「 1」硬化療法を
算定できる。

（令 3.11.24　保医発 1124　4)

イエスカルタ点滴静注
1  　イエスカルタ点滴静注については，最適使用推進ガイ
ドラインに従い，有効性及び安全性に関する情報が十分
蓄積するまでの間，本製品の恩恵を強く受けることが期
待される患者に対して使用するとともに，副作用が発現
した際に必要な対応をとることが可能な一定の要件を満
たす医療機関で使用するよう十分留意する。
2  　本製品の投与開始に当たっては，次に掲げる施設のう
ち，該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
（「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載）
　ア 　日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定
基準の全ての項目を満たす診療科（認定カテゴリー 1）
を有する施設

　イ 　認定カテゴリー 1に準ずる診療科（認定基準のうち，
移植コーディネーターの配置に係る基準以外を満たす
診療科）を有する施設

（令 3. 4.20　保医発 0420　4）

イデルビオン静注用50，同500，同1000，同2000及び同
3500
1  　本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤であ
り，本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管
理を行った場合は，医科点数表区分番号「Ｃ101」在宅
自己注射指導管理料を算定できるものである。
2  　手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっ
ては，術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な
製剤を選択することとし，本剤を手術時に使用した場合
には，その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

（平28.11.17　保医発 1117　4）
（最終改正；令元. 11.26　保医発 1126　2）

イブランスカプセル25mg，同カプセル125mg
◇ 　本製剤の使用上の注意において，「本剤の投与を行う
場合には，ホルモン受容体陽性，ＨＥＲ 2陰性の患者を
対象とすること。」と記載されているため，ホルモン受
容体陽性，ＨＥＲ 2陰性であることを確認した検査の実
施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

（平29.11.21　保医発 1121 11）

イブランス錠25mg及び同錠125mg
◇ 　本製剤の効能・効果は「ホルモン受容体陽性かつＨＥ
Ｒ 2陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから，ホ
ルモン受容体陽性，ＨＥＲ 2陰性であることを確認した
検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載する。

　 　なお，当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載す
る。ただし，本剤の初回投与に当たっては，必ず実施年
月日を記載する。

（令 2. 5.26　保医発 0526　1）

イベニティ皮下注105mgシリンジ
1  　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意に，「本
剤の適用にあたっては，日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症
学会の診断基準における以下の重症度に関する記載等を
参考に，骨折の危険性の高い患者を対象とすること。

　・ 骨密度値が－2.5ＳＤ以下で 1 個以上の脆弱性骨折を
有する

　・腰椎骨密度が－3.3ＳＤ未満
　・既存椎体骨折の数が 2個以上
　・既存椎体骨折の半定量評価法結果がグレード 3」
　 と記載されているので，使用に当たっては十分留意する。
2  　本製剤の用法・用量に「 1ヵ月に 1回，12ヵ月皮下投
与する」とされ，これに関連する使用上の注意に，「本
剤の骨折抑制効果は12ヵ月の投与で検証されており，
12ヵ月を超えた投与では検討されていない。また，本剤
投与終了後に原則として適切な骨粗鬆症薬による治療を
継続すること。」と記載されているので，使用に当たっ
ては十分留意する。
3  　本製剤を12ヵ月投与した後に本製剤を再投与する場
合，再投与開始に当たっては，次の事項を診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。

　ア　骨折の危険性が高いと判断した理由
　イ 　本製剤を再投与するまでに投与した骨粗鬆症治療薬
の品名

（平31.  2.25　保医発 0225　9）
（最終改正；令元. 9.13　保医発 0913　1）

イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mg
1  　本製剤を切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における
根治的化学放射線療法後の維持療法に用いる場合は，次
の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

　① 　次に掲げる施設のうち，該当するもの（「施設要件ア」
から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載）

　　ア 　厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等
（都道府県がん診療連携拠点病院，地域がん診療連

参考13（ア～イ）　　443

レセプト様式・電
子情報処理組織等
を用いた費用の請
求に関する取扱要
領なども収載。請
求に関連する情報
を網羅

医薬品の留意事項
は50音順に掲載し
ています

２色のメリハリの
あるデザイン
正しい情報を見や
すくお届けします

留意事項でレセプ
トへの記載が求め
られている医薬品
一覧表を収載。医
薬品名からの検索
が可能です

記載要領通知中の「「摘要」
欄」の文字を強調表示。「摘
要」欄への記載が必要な
事項を見落としません

新明細書の記載要領（医科・歯科・調剤／ＤＰＣ）
令和4年 4月版 5月発刊予定

定価　本体2,900円＋税（税込3,190円） Ｂ５判 2色 約500頁

ISBN978-4-7894-1397-8 C3047 ￥2900E

商品No.130322

4 4令和 月版年



実施日　月～土　9:00 ～ 16:30（土曜日は 11:30 まで）
現在、2～ 3日のうちには検査可能です。
検査結果は受診日の 2～ 3営業日後にお届けします。

検査の空き状況がインターネットで確認できます。
QRコードまたは下記アドレスからアクセスできます。
https://www.nagoya-med.jp/kensa_yoyaku/

腹部MRI・MRCP 検査のご案内腹部MRI・MRCP 検査のご案内

ご予約
お問い合わせは

名古屋市医師会健診センター名古屋市医師会健診センター
名古屋市東区葵 1-18-14　　 TEL 052-937-8460 　FAX 052-937-7893

MRCP 検査 (MR 胆管膵管撮影 )

　名古屋市医師会健診センターでは、腹部MRI 検査 ( 胆・膵 )、MRCP 検査の画質向上のため
検査時に陰性造影剤（ボースデル内用液 10）を使用しております。

ボースデル内用液 10

MRI 装置で胆のう・胆管・膵管を同時に
撮影する検査です。
水分を強調し水分のあるところが白く造
影されます。ボースデル内用液 10 を服
用することで胃・十二指腸が黒く映るた
め（陰性造影）、胆のう・胆管・膵管が
明瞭に描出できます。

効能・効果

副作用

用法・用量

消化管内の水分の信号を低下させることにより胆管や膵管の診断をしやすくする
陰性造影剤です。

ほとんどありませんが便が少しゆるくなることがあります。

検査前に 250ml を飲んでいただきます。

（検査時間：20~30分　3割負担：約7,700円）
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団体扱い後の月々保険料

月々保険料

金額

S社（逓増定期保険） N社（医療保険） S社（終身保険）

月々払っている保険料安くなる？！ 

 
 月々７，9５０円 

節約額 

医療保険：保険料   15,000 円  → 団体転入後   14,550 円  節約額 450 円 
■ご契約例  逓増定期保険：保険料  200,000 円 → 団体転入後  194,000 円 節約額 6,000 円 

 終身保険：保険料    50,000 円  →  団体転入後   48,500 円  節約額 1,500 円 

♢保険料が安くなる“しくみ” 

■通常の保険料納付の場合 

先生とご家族 保険会社 

直接保険会社へ納付 

先生方 
保険会社 

■団体扱い納付の場合 

医師協 

♢団体扱い事例 

上記の保険会社で契約はありませんか？？ 

※保障内容や契約内容の変更は
・ “一切なし”！ 

先生方の保険料を医師協がまとめて、保険会社へ一括納付 
保険会社の引落しコストと事務コスト削減で保険料を割引 

年間95,400円の節約！ 

名古屋市医師会協同組合 福祉共済部 

☎052-937-7832  担当：黒田・小島 

Mail：fukushi@nagoya-ikyou.or.jp 



＜１＞医療上の事故（医師特約条項） 
  医師が日本国内において行った医療上の過失によって、患者に身体障害（障害に起因する死亡を 

  含みます。）が発生した場合において、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。 

＜２＞医療施設上の事故（医療施設特約条項） 

  保険期間中に医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、給食等の欠陥に起因する 

  事故によって、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生したこと、または業務遂行中に行われた 

  不当な拘束やプライバシーの侵害等の不当行為により、被保険者が負担する法律上の賠償責任を 

  補償します。 

団体医師賠償責任保険オプション契約について （中途付帯が可能です）

勤務医師包括契約、看護職賠償責任保険(包括契約)、医療従事者賠償責任保険(包括契約)、 
医療廃棄物排出者責任保険、医療機関受託者賠償責任保険など各種オプション契約もご用意しております。 

団体医師賠償責任保険・団体勤務医師賠償責任保険

「団体医師賠償責任保険」、 「サイバー保険」 、「現金盗難総合保険」が
４月１日に更新となりました。
新たにご加入いただきました先生、ご継続いただきました先生、まことに
ありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。

高額の損害賠償請求に備える高額補償（2億円・3億円）プランをご用意しております。

  このお知らせは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または 
  損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。 

≪問い合わせ先≫ 

取扱代理店  名医株式会社（名古屋市医師会協同組合指定代理店） 
〒461-0004 名古屋市東区葵１－１８－１４  (受付時間：平日の午前９時から午後５時まで) 

ＴＥＬ：０５２－９３３－１６２０  ＦＡＸ：０５２－９３３－１７２８  
E-ｍａｉｌ meii.hoken@lw.nagoya-ikyou.or.jp ｈｔｔｐs://www.nagoya-ikyou.or.jp

引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 名古屋企業営業部金融公務室 
〒460-8551 名古屋市中区丸の内３－２２－２１  (受付時間：平日の午前９時から午後５時まで) 

ＴＥＬ：０５２－９５３－３８９４  ＦＡＸ：０５２－９５３－３６９５ 

団体保険契約 更新のお知らせ

団体割引20%

◆閉院等により契約を更新しない場合は、
補償延長特約(損害賠償請求期間延長担保追加条項)をご検討ください。

作成日：2022年3月1日 SJ21-15963

医療機関専用

「サイバー保険」
(業務過誤賠償責任保険)

医療機関専用

「現金盗難総合保険」
（コーポレートマネーガード保険（運送保険））

サイバーセキュリティ事故や
情報漏えいに起因して発生する
損害を包括的に補償する保険です。

業務に関わる現金・有価証券類の 
盗難などのリスクに備える保険です。



お問合わせ先 日医IT認定サポート事業所（認定番号 4091002）
名医（株）ORCA推進事業部

TEL 052-933-1370                  
FAX 052-937-8402                 

E－mail  orcainfo@nagoya-ikyou.or.jp               
URL https：//www.nagoya-ikyou.or.jp/meii/index.html

ＯＲＣＡ連動型クラウド電子カルテのご提案

クラウドだから
災害時でも診察可能

入力が楽になる
自動学習機能

すでにORCAがある場合

初期費用100万円～
月額12,800円～

驚きの低価格で電子カルテを
ご利用いただけます
※詳細はお見積りいたします

クラウドならインターネットに
繋ぐだけでいつもの電子カルテ

が利用出来ます

セット登録は不要。必要な
情報が自動表示されAI機能で
使うほど入力が楽になります

◇ おススメの理由 【BEST３】 ◇
01 低コスト 02 業務効率化 03差がでるランニング

・マニュアルを見ながらの法改正等、
業務後の面倒な作業はありません︕
・新規薬剤のマスタ作成ありません︕

・導入後、入替は必要ありません︕
・端末台数によってメンテナンス金額の
変更はありません︕

電子カルテに数百万円
かける時代は終わりました・・・
機器更新、ソフトの入替はありません︕
お持ちのPCを利用する事ができます︕
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